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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第27期
第３四半期
累計期間

第27期
第３四半期
会計期間

第26期

会計期間

自  平成21年
      ３月１日
至  平成21年
      11月30日

自  平成21年
      ９月１日
至  平成21年
      11月30日

自  平成20年
      ３月１日
至  平成21年
      ２月28日

売上高 (千円) 10,519,8393,324,68515,623,901

経常利益 (千円) 818,667 328,7612,055,117

四半期(当期)純利益 (千円) 461,344 188,2611,175,256

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) ― 642,157 642,157

発行済株式総数 (株) ― 65,269,50065,269,500

純資産額 (千円) ― 7,653,5777,536,556

総資産額 (千円) ― 8,960,6619,711,167

１株当たり純資産額 (円) ― 130.01 128.11

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 7.84 3.20 18.95

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― 18.95

１株当たり配当額 (円) 3.00 ― 6.00

自己資本比率 (％) ― 85.4 77.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △115,774 ― 1,294,597

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △119,290 ― △170,451

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △499,327 ― △1,505,260

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 5,850,1286,584,521

従業員数 (名) ― 421 390

(注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用する関係会社がないため記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成21年11月30日現在

従業員数(名) 421（6,968）

(注） 上記従業員数は就業人員であり、臨時雇用者（アルバイト講師及びパートタイマー）は、当第３四半期会計期間

の平均人員を（　）内に外数で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社は、生徒に対しての授業を行うことを主たる業務としておりますので、生産の実績は、該当事項は

ありません。
　
(2) 受注実績

当社は、生徒に対しての授業を行うことを主たる業務としておりますので、生産の実績は、該当事項は

ありません。
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(3) 販売実績

当第３四半期会計期間における販売実績を学生区分別に示すと、次のとおりであります。
　

学生区分別の名称 売上高(千円)

小学生 414,295

中学生 1,390,083

高校生 1,520,306

合計 3,324,685

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析 

　当第３四半期会計期間におけるわが国の経済は、世界的金融危機に端を発した世界経済は雇用が悪化する

など引き続き深刻な状況にある中、企業収益は大幅な減少が続いているものの、アジアを中心に輸出は増加

するなど一部で景気持ち直し傾向が続いております。一方、失業率は高水準にあるなど雇用情勢は極めて厳

しく、経済対策の効果で消費マインドは持ち直しているものの個人消費は依然として低迷する厳しい状況

で推移しました。 

このような状況のもとで、当社は、個別指導塾だから出来る生徒一人ひとりにきめ細やかなサービスと更な

るクオリティの向上に努め、「生徒第一主義」の徹底と「顧客満足度の向上」を不断に心掛けることに

よって、他塾との差別化をより明確にし、個別指導塾業界のトップ企業を目指しております。 

　売上高につきましては、新入会者の獲得、既存生徒の退会抑制に努めまて参りましたが、生徒数進捗は厳し

い状況が続いております。 

なお、学習環境の整備ならびに学習塾としてのクオリティ維持・向上を目的として、入会時及び学年更新時

において年間費用を一括納入いただいておりました「設備費」について、当期から毎月払いにてお納めい

ただくよう改定を致しております。ＣＳの観点を重視し、顧客へよりわかりやすい納入方法・ご負担方法へ

と変更するものであります。 

これらの結果、当第３四半期会計期間の売上高は3,324百万円となりました。 

損益面におきましては、業務効率の向上及び積極的なコスト削減に取り組んだ結果、営業利益は324百万円、

経常利益は328百万円、四半期純利益188百万円となりました。 
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(2) 財政状態の分析 

資産、負債及び純資産の状況 

〔資　産〕 

　資産合計は8,960百万円(前事業年度末比750百万円減少)となりました。 

　これは主に、２教室の新規開校費用の支払い及び法人税、配当金の支払い等をおこなったことにより現金

及び預金が減少したことによるものであります。 

〔負　債〕 

　負債合計は1,307百万円(前事業年度末比867百万円減少)となりました。 

　これは主に、借入金を約定により返済したため１年内返済予定の長期借入金が減少し、さらに未払法人税

等が減少したことによるものであります。 

〔純資産〕 

　純資産合計は7,653百万円(前事業年度末比117百万円増加)となりました。 

　これは、四半期純利益を計上したことや剰余金の配当などによるものであります。 

 

(3) キャッシュ・フローの状況の分析 

　当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第２四半期会計期間末

に比べ878百万円増加し、当第３四半期会計期間末には5,850百万円となりました。 

　また当第３四半期会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの原因は、次のとおりであり

ます。 

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

　当第３四半期会計期間における営業活動の結果得られた資金は1,087百万円となりました。 

　これは主に、第２四半期会計期間末に計上した夏期講習会売上に伴う売上債権の回収が予定通り行われた

こと及び法人税等の支払いを行なったことによるものであります。 

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

　当第３四半期会計期間における投資活動の結果使用した資金は51百万円となりました。 

　これは主に、９月の新規開校に伴う有形固定資産等の取得があったことによるものであります。 

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

　当第３四半期会計期間における財務活動の結果使用した資金は156百万円となりました。 

　これは主に、配当金の支払いがあったことによるものであります。 

 

　(4) 事実上及び財務上の対処すべき課題 

　当第３四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 

　(5) 研究開発活動 

　該当事項はありません。 
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 267,000,000

計 267,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年1月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 65,269,50065,269,500
東京証券取引所
市場第一部

・株主としての権利内容に制
限のない標準となる株式 
・単元株式数100株 
 

計 65,269,50065,269,500― ―

(注)　「提出日現在発行数」には平成22年1月１日以降提出日までの新株予約権の権利行使により発行されたものは含

まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストックオプションの新株予約権の内容は
次のとおりであります。 
 

株主総会の特別決議（平成17年８月30日）

　

　
第３四半期会計期間末現在
(平成21年11月30日)

新株予約権の数(個) 1,772　（注）1

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 531,600　（注）1.2.4

新株予約権の行使時の払込金額(円) 447　（注）3

新株予約権の行使期間 平成20年８月31日～平成22年８月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　447
資本組入額　224

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時におい
て、当社の取締役、使用人、又は社外協力者の地位にあ
ることを要する。その他の細目については、定時株主総
会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役
及び対象従業員又は対象社外協力者との間で締結する
「新株予約権割当契約」に定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 　新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ―
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。 
なお、平成18年６月１日付をもって１株を３株に株式分割したことに伴い、新株予約権１個当たりの株式数の
調整が行われ、新株予約権１個当たりの株式数は、300株となっております。 

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整はそ

の時点で対象者が、新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１

株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　当該新株予約権を発行後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く。)

または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は

切り上げる。 
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×

既発行株式数＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数

　　上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株

価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとする。 

また、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
　
　

４　平成18年６月１日付をもって１株を３株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株

予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

の調整が行われております。

　
　

　

株主総会の特別決議（平成17年８月30日）

　

　
第３四半期会計期間末現在
(平成21年11月30日)

新株予約権の数(個) 1,265　（注）1

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 379,500　（注）1.2.4

新株予約権の行使時の払込金額(円) 570　（注）3

新株予約権の行使期間 平成20年８月31日～平成22年８月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　570
資本組入額　285

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時におい
て、当社の取締役、使用人、又は社外協力者の地位にあ
ることを要する。その他の細目については、定時株主総
会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役
及び対象従業員又は対象社外協力者との間で締結する
「新株予約権割当契約」に定めるものとする。　

新株予約権の譲渡に関する事項 　新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。　

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。 
なお、平成18年６月１日付をもって１株を３株に株式分割したことに伴い、新株予約権１個当たりの株式数の
調整が行われ、新株予約権１個当たりの株式数は、300株となっております。
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２　当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整はそ

の時点で対象者が、新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１

株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 
　
　

３　当該新株予約権を発行後に、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く。)

または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は

切り上げる。

　

調整後払込金額＝調整前払込金額×

既発行株式数＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数

　　上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株

価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとする。 

また、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

３　平成18年６月１日付をもって１株を３株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株

予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

の調整が行われております。
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(3) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年９月１日～
平成21年11月30日

― 65,269,500 ― 642,157 ― 1,013,565
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(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

　

　

EDINET提出書類

株式会社東京個別指導学院(E05067)

四半期報告書

12/34



(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日(平成21年８月31日)に基づく株主名簿による記載をし

ております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成21年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式
6,401,200

―
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式
58,849,800

588,498 同上

単元未満株式
普通株式
18,500

― 同上

発行済株式総数 65,269,500― ―

総株主の議決権 ― 588,498 ―

(注)　「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が800株含まれております。また、「議決権の

数」欄には、同機構名義の完全議決権に係る議決権の数８個が含まれております。　

　

　

② 【自己株式等】

　 　 平成21年８月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社東京個別指導学
院

東京都中央区佃一丁目11
番８号

6,401,200 ― 6,401,2009.80

計 ― 6,401,200 ― 6,401,2009.80

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
　３月

　
　４月

　
　５月

　
　６月

　
　７月

　
　８月

　
　９月

　
　10月

　
　11月

最高(円) 118 131 167 175 227 286 259 215 167

最低(円) 111 116 128 158 154 204 221 170 134

(注)  最高・最低株価は東京証券取引所市場一部によるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

　

(1) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役副社長
代表取締役副社長
（人財本部長）

井　上　久　子 平成21年６月６日

専務取締役
（管理本部長）

専務取締役
（経営管理本部長兼
経営管理室長）

舟　戸　彰　一 平成21年６月６日

取締役
（東日本地域事業本部長）

取締役
（事業本部長兼

首都圏地域統括部長）
齋　藤　勝　己 平成21年６月６日

取締役 
（西日本地域事業本部長兼西
日本地域事業部長）

取締役
（事業本部長室長兼
西日本地域統括部長兼
第八地域事業部長）

谷　山　和　成 平成21年６月６日
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第５ 【経理の状況】

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間(平成21年９月１日か

ら平成21年11月30日まで）及び当第３四半期累計期間(平成21年３月１日から平成21年11月30日まで)に係

る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。 

なお、従来から当社が監査証明を受けている監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年

７月１日をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。 

 

　

３  四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

　

　

　

　

EDINET提出書類

株式会社東京個別指導学院(E05067)

四半期報告書

15/34



１【四半期財務諸表】
　(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第3四半期会計期間末
(平成21年11月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,350,128 7,084,521

営業未収入金 144,583 241,937

たな卸資産 ※1
 8,862

※1
 5,919

その他 456,297 376,323

貸倒引当金 △19,988 △15,286

流動資産合計 6,939,883 7,693,414

固定資産

有形固定資産 ※2
 272,082

※2
 306,859

無形固定資産 150,188 115,198

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,470,355 1,455,127

その他 128,151 140,567

投資その他の資産合計 1,598,507 1,595,694

固定資産合計 2,020,778 2,017,752

資産合計 8,960,661 9,711,167

負債の部

流動負債

買掛金 15,627 22,593

1年内返済予定の長期借入金 － 175,000

未払法人税等 － 303,148

賞与引当金 116,895 124,133

その他 1,164,459 1,545,226

流動負債合計 1,296,981 2,170,101

固定負債

リース債務 7,576 －

その他 2,525 4,508

固定負債合計 10,102 4,508

負債合計 1,307,083 2,174,610

純資産の部

株主資本

資本金 642,157 642,157

資本剰余金 1,235,371 1,233,213

利益剰余金 6,872,230 6,763,979

自己株式 △1,096,181 △1,102,794

株主資本合計 7,653,577 7,536,556

純資産合計 7,653,577 7,536,556

負債純資産合計 8,960,661 9,711,167

EDINET提出書類

株式会社東京個別指導学院(E05067)

四半期報告書

16/34



　(2)【四半期損益計算書】
　　【第3四半期累計期間】

(単位：千円)

当第3四半期累計期間
(自 平成21年３月１日
 至 平成21年11月30日)

売上高 10,519,839

売上原価 6,367,696

売上総利益 4,152,143

販売費及び一般管理費 ※1
 3,353,002

営業利益 799,140

営業外収益

受取利息及び配当金 18,951

その他 1,365

営業外収益合計 20,317

営業外費用

支払利息 790

営業外費用合計 790

経常利益 818,667

特別利益

償却債権取立益 1,092

その他 1

特別利益合計 1,094

特別損失

固定資産除却損 3,302

投資有価証券評価損 3,124

特別損失合計 6,426

税引前四半期純利益 813,335

法人税、住民税及び事業税 302,161

法人税等調整額 49,830

法人税等合計 351,991

四半期純利益 461,344
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　　【第3四半期会計期間】
(単位：千円)

当第3四半期会計期間
(自 平成21年９月１日
 至 平成21年11月30日)

売上高 3,324,685

売上原価 2,155,793

売上総利益 1,168,892

販売費及び一般管理費 ※1
 844,541

営業利益 324,350

営業外収益

受取利息及び配当金 4,372

その他 92

営業外収益合計 4,465

営業外費用

支払利息 54

営業外費用合計 54

経常利益 328,761

特別利益

償却債権取立益 165

特別利益合計 165

税引前四半期純利益 328,926

法人税、住民税及び事業税 146,366

法人税等調整額 △5,701

法人税等合計 140,665

四半期純利益 188,261

EDINET提出書類

株式会社東京個別指導学院(E05067)

四半期報告書

18/34



　(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当第3四半期累計期間
(自 平成21年３月１日
 至 平成21年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 813,335

減価償却費 73,899

長期前払費用償却額 6,882

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,702

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,238

受取利息及び受取配当金 △18,951

支払利息 790

固定資産除却損 3,302

投資有価証券評価損益（△は益） 3,124

売上債権の増減額（△は増加） 97,353

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,942

その他の流動資産の増減額（△は増加） △9,989

仕入債務の増減額（△は減少） △6,965

前受金の増減額（△は減少） △401

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,991

未収消費税等の増減額（△は増加） 5,022

その他の流動負債の増減額（△は減少） △360,676

小計 585,254

利息及び配当金の受取額 14,594

利息の支払額 △614

法人税等の還付額 21,061

法人税等の支払額 △736,070

営業活動によるキャッシュ・フロー △115,774

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出 △3,000,000

貸付金の回収による収入 3,000,000

有形固定資産の取得による支出 △35,363

有形固定資産の除却による支出 △1,737

無形固定資産の取得による支出 △56,250

敷金及び保証金の差入による支出 △22,829

敷金及び保証金の回収による収入 5,884

長期前払費用の取得による支出 △8,732

その他 △262

投資活動によるキャッシュ・フロー △119,290
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(単位：千円)

当第3四半期累計期間
(自 平成21年３月１日
 至 平成21年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △175,000

リース債務の返済による支出 △1,639

自己株式の処分による収入 8,784

自己株式の取得による支出 △14

配当金の支払額 △331,457

財務活動によるキャッシュ・フロー △499,327

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △734,392

現金及び現金同等物の期首残高 6,584,521

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 5,850,128
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第３四半期累計期間(自  平成21年３月１日  至  平成21年11月30日)

該当事項はありません。
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【簡便な会計処理】

当第３四半期累計期間(自  平成21年３月１日  至  平成21年11月30日)

該当事項はありません。

　

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第３四半期累計期間(自  平成21年３月１日  至  平成21年11月30日)

該当事項はありません。

　

　

【追加情報】

　
当第３四半期累計期間

(自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30日)

設備費売上高は、教室の設備投資について顧客にご負担していただいている金額に係る売上高であり、従来、入会

時及び学年更新時に年間設備費として顧客に一括してご負担していただいていたため、年間設備費売上を入会時

及び学年更新時に一括売上計上しておりましたが、平成21年３月より生徒の在籍期間に応じて毎月ご負担してい

ただく方法に変更したことに伴い、当期より月額設備費売上を月次で売上計上する方法に変更いたしました。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第３四半期会計期間末
(平成21年11月30日)

前事業年度末
(平成21年２月28日)

※１　たな卸資産の内訳 

　　　商品 　　　　　　　　　　　　　　4,403千円 

　　　貯蔵品 　　　　　　　　　　　　　4,458千円

　　　　計 　　　　　　　　　　　　　　8,862千円

 

※２　有形固定資産の減価償却累計額　 791,371千円 

 

※１　たな卸資産の内訳 

　　　商品 　　　　　　　　　　　　　　4,419千円 

　　　貯蔵品 　　　　　　　　　　　　　1,499千円

　　　　計 　　　　　　　　　　　　　　5,919千円

 

※２　有形固定資産の減価償却累計額　 741,191千円 
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(四半期損益計算書関係)

第３四半期累計期間

　
当第３四半期累計期間
(自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金　　

　額は次のとおりであります。 

　広告宣伝費　　　　　　　　　　　　1,641,086千円 

　
　

　

第３四半期会計期間

　
当第３四半期会計期間
(自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

　広告宣伝費　　　　　　　　　　　　 265,002千円 
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第３四半期累計期間
(自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 6,350,128千円

預入期間が３か月超の定期預金 △500,000千円

現金及び現金同等物 5,850,128千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期会計期間末(平成21年11月30日)及び当第３四半期累計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21

年11月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 65,269,500

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 6,401,274

　

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年５月27日
定時株主総会

普通株式 176,488 3 平成21年２月28日 平成21年５月28日 利益剰余金

平成21年10月９日
取締役会

普通株式 176,604 3 平成21年８月31日 平成21年11月20日 利益剰余金
　

　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(有価証券関係)

当第３四半期会計期間末（平成21年11月30日）

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動があ

りません。

　

　

(デリバティブ取引関係)

当第３四半期会計期間末(平成21年11月30日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

　

　

(ストック・オプション等関係)

当第３四半期会計期間(自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日) 

該当事項はありません。
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(企業結合等関係)

当第３四半期会計期間(自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日) 

該当事項はありません。 

　

　

(持分法損益等)

　当第３四半期累計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30日) 及び当第３四半期会計期間

（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日） 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第３四半期会計期間末
(平成21年11月30日)

前事業年度末
(平成21年２月28日)

　 　

　 130.01円
　

　 　

　 128.11円
　

　

２　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第３四半期累計期間

　
当第３四半期累計期間
(自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日)

１株当たり四半期純利益金額 7.84円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
　

(注)1　潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記

載しておりません。

2　1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

　

項目
当第３四半期累計期間
(自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 461,344

普通株式に係る四半期純利益(千円) 461,344

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 58,843

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前事業年度末から重要な変動が
ある場合の概要

―
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第３四半期会計期間

　
当第３四半期会計期間
(自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日)

１株当たり四半期純利益金額 3.20円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
　

(注)1　潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記

載しておりません。

2　1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

　

項目
当第３四半期会計期間
(自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 188,261

普通株式に係る四半期純利益(千円) 188,261

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 58.868

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前事業年度末から重要な変動が
ある場合の概要

―
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

(リース取引関係)

当第３四半期累計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30日)

リース取引残高は前事業年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。 
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２【その他】

第27期（平成21年３月１日から平成22年２月28日まで）中間配当については、平成21年10月９日開催の

取締役会において、平成21年８月31日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行

うことを決議いたしました。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　 176,604千円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　３円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成21年11月20日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年１月８日

株式会社東京個別指導学院

取締役会  御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任
社員
業務執行社員

　 公認会計士    井    上    隆    司    印

　

指定有限責任
社員
業務執行社員

　 公認会計士    下    条    修    司    印

　

　 　 　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社東京個別指導学院の平成21年３月１日から平成22年２月28日までの第27期事業年度の第３四半期会計期

間(平成21年９月１日から平成21年11月30日まで)及び第３四半期累計期間(平成21年３月１日から平成21年

11月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ

・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東京個別指導学院の平成21年11月30日現在の

財政状態、同日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期

累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点におい

て認められなかった。

　

追記情報

追加情報に記載されているとおり、年間設備費売上を一括して売上計上する方法から、月額設備費売上を計

上する方法に変更した。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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